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物価高対応子育て応援手当に関してよくあるお問い合わせ 

No. 質問内容 回  答 

1 

９月分の児童手当を河内長野市から受給し、令和７年１０月以降

に市外（海外）へ転出しました。手当はどこから支給されます

か？ 

河内長野市から支給されます。 

2 
９月分の児童手当を他市で受給し、令和７年１０月以降に河内長

野市に転入しました。手当はどこから支給されますか？ 

令和７年９月分の児童手当を支給した自治体から支給されま

す。支給時期などについては、転入元の自治体へお問い合わせ

ください。 

3 
令和７年１０月以降に子どもが生まれました。手当を受給するた

めには申請が必要ですか？ 

令和７年１１月３０日までに生まれたお子さんについては申請不

要です。令和７年１２月１日以降に生まれたお子さんについては

申請が必要です。 

4 
単身赴任中のため、別の自治体から児童手当を受給していま

す。子育て応援手当はどこから支給されますか？ 

令和７年９月分の児童手当を支給した自治体から支給されま

す。支給時期などについては、児童手当を支給した自治体へお

問い合わせください。 

5 海外から河内長野市へ転入しました。手当は支給されますか？ 

令和７年９月３０日時点で河内長野市に住民登録があり、令和７

年９月分の児童手当の受給要件を満たす場合のみ、河内長野市

から手当が支給されます。 
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No. 質問内容 回  答 

6 
手当の振込時期や振込口座などを記載した支払通知は届きま

すか？ 

支払通知は送付しません。振込人名義は「カワチナガノシコソダ

テオウエンテアテ」となりますので、通帳等でご確認ください。 

7 
令和７年１０月以降に離婚し、児童手当の受給者を変更しまし

た。応援手当は誰に支給されますか？ 

令和７年１１月３０日までに受給者を変更された場合は、変更後

の受給者へ手当を支給します（申請不要）。 

令和７年１２月１日以降に受給者を変更された場合は、変更後の

受給者が申請していただくことで、支給します（ただし、子育て

応援手当を元受給者から受け取っている場合、または既に子ど

ものために使用している場合は支給対象外）。 

8 公務員が手当を受給するためには申請が必要ですか？ 
所属庁から配付された申請書（証明欄に所属庁の記載等がある

もの）による申請が必要です。 

9 河内長野市からの案内文書はいつ届きますか？ 

令和８年２月末時点で河内長野市からの案内文書が届いていな

い場合は、河内長野市こどもまんな課へお問い合わせくださ

い。 

 


